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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象の眼の中の虹彩を分析するシステムであって、
　プロセッシングシステムを含む光コヒーレンストモグラフィシステムと、
　従来カメラと
　を有し、
　前記従来カメラが、変化する光レベルに対する前記虹彩の瞳孔の動的挙動をモニタし、
　前記光コヒーレンストモグラフィシステムが、検査対象の前記虹彩の予め選択された表
面下要素の、変化する光レベルに対する動的挙動をモニタし、
　前記プロセッシングシステムが、前記従来カメラのデータと前記表面下要素のデータと
の対応関係を決定するように、前記瞳孔及び前記表面下要素の動的挙動を分析し、それに
より、検査対象の前記虹彩の真偽を判定する、
　システム。
【請求項２】
　関心ある前記表面下要素は、前記虹彩の前記瞳孔の括約筋であり、前記眼の上への光照
射の増加の結果としての前記括約筋の収縮の検証によって真偽が判定される、請求項１に
記載のシステム。
【請求項３】
　前記光コヒーレンストモグラフィシステムは、コンタクトレンズの背面と角膜の前面と
の間の表面下界面についてモニタして、前記コンタクトレンズの前面が存在するかを検出
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することによって、外付け模造虹彩の存在を検出する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記光コヒーレンストモグラフィシステムは、前記虹彩の３次元構造をモニタし、その
構造を従来２次元虹彩画像と相関付けることによって虹彩インプラントを検出する、請求
項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記光コヒーレンストモグラフィシステムは、前記虹彩内の血液の存在を検出する、又
は
　前記光コヒーレンストモグラフィシステムは、前記虹彩内の血流を検出する、又は
　前記光コヒーレンストモグラフィシステムは、前記虹彩内の血流量を検出し、該血流量
を脈拍数と相関付ける、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記光コヒーレンストモグラフィシステムは、血流の変化を検出し、刺激に対する応答
と相関付ける、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　虹彩の真偽を分析する方法であって、
　前記虹彩の３次元構造を撮像するステップと、
　薄い後面上皮の存在を検証するステップと、
　前記薄い後面上皮が典型的な層状構造に形状が一致することを検証するステップと、
　を有する方法。
【請求項８】
　虹彩の真偽を分析する方法であって、
　前記虹彩の３次元構造を撮像するステップと、
　瞳孔によって位置付けられる括約筋の存在を検出するステップと、
　光強度が変化されるときの前記括約筋の形状の変化を検出するステップと、
　光強度が変化されるときの選択された虹彩構造の形状の変化を検出するステップと、
　光強度が変化されるときの前記括約筋の形状の変化を、光強度が変化されるときの前記
選択された虹彩構造の形状の変化と相関付けるステップと、
　を有する方法。
【請求項９】
　被検体のアイデンティティインジケータの真偽を判定する方法であって、
　少なくとも２つの生物学的指標を選択するステップと、
　少なくとも１つの予め選択された動的に変化する刺激に被検体をさらすステップと、
　動的に変化する刺激中に前記少なくとも２つの生物学的指標をモニタするステップと、
　生物学的指標が真正性基準を満たすかを判定するステップと
　を有し、
　前記少なくとも２つの生物学的指標をモニタするステップは、少なくとも１つの選択さ
れた生物学的指標を、光コヒーレンストモグラフィを用いてモニタすることを含む、
　方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも２つの生物学的指標を選択するステップは更に、２次元指標を選択する
サブステップと、３次元指標を選択するサブステップとを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記２次元指標を選択するサブステップは、指紋、虹彩、顔面フィーチャ又は血管フィ
ーチャのうちの１つの従来画像を選択することを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも２つの生物学的指標を選択するステップは更に、第１の３次元指標と第
２の３次元指標とを選択するサブステップを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記第１及び第２の３次元指標は、指紋構造、虹彩構造、顔面構造、血管構造のうちの
何れかに関連する指標から選択される、請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願（整理番号ＣＩ１６０４２７ＰＴ）は、２０１６年４月２８日に出願された米
国仮出願第６２／３２８，８０４号の優先権を主張するものであり、その全体をあたかも
ここに完全に記載されているかのようにここに援用する。この出願はまた、２０１６年７
月１０日に出願された“Method　and　system　for　verifying　bio　authenticity”と
題された米国仮出願第６２／３６０，４２２号（整理番号ＣＩ１６０７０８ＰＲ）に関連
しており、その全体をあたかもここに完全に記載されているかのようにここに援用する。
この出願はまた、２０１５年６月１４日に出願された“System　and　Method　for　Fing
erprint　Validation”と題された米国特許出願第１４７３８９１９号、及び２０１５年
７月２６日に出願された“A　method　and　system　for　verifying　document　authen
ticity”と題された米国仮出願第６２／１９７０７９号に関連しており、これら双方の内
容をあたかもここに完全に記載されているかのようにここに援用する。この発明はまた、
“Multiple　reference　non-invasive　analysis　system”と題された米国特許第７，
５２６，３２９号、及び“Frequency　resolved　imaging　system”と題された米国特許
第７，７５１，８６２号に関連しており、これら双方の内容をあたかもここに完全に記載
されているかのようにここに援用する。
【０００２】
　本発明は、例えば光コヒーレンストモグラフィ（Optical　Coherence　Tomography）（
ここではしばしば“ＯＣＴ”として参照する）などの非侵襲的な撮像及び分析の技術に関
する。特に、本発明は、光学干渉技術を使用して生体組織の表面下（サブサーフェス）の
属性をモニタ又は測定することに関する。本発明はまた、そのような属性における変化を
、少なくとも１つの刺激に対する応答と相関付けることに関し、刺激は、生体組織内で生
成されるものでもあり得るし、外部で生成されるものでもあり得る。そのような刺激は典
型的に物理的又は心理的なものである。刺激に対する応答について得られる情報は、バイ
オセキュリティ用途において、モニタ又は分析されている組織が実際の生体組織であるこ
とを判定するために使用されることができる。刺激に対する応答について得られる情報は
また、生物医学用途において、モニタ又は分析されている被検体の生体組織の医学的性状
を評価するために使用されることができる。
【背景技術】
【０００３】
　例えば指紋認識及び虹彩認識などのバイオセキュリティ技術は、典型的に、本人である
こと（アイデンティティ）を判定するために表面フィーチャ（造形）を分析しており、そ
れ故に、“なりすまし”とも呼ばれる人工的若しくは偽造の指紋又は偽造の虹彩の提示に
対して弱い。外部刺激に対する不随意反応は、幾つかのバイオセキュリティ技術及び生物
医学技術の基礎である。例えば、バイオセキュリティ用途での虚偽検出（うそ発見）技術
では、例えば皮膚伝導率などの人間の皮膚の性状が測定され、そのような測定された性状
における変化に基づいて、質問に対する回答の真実性が判定される。指紋同定では、例え
ば血流の存在の検出などの生存検出技術が、なりすまし防止技術として使用される。例え
ば、非特許文献１（S．CHANG他，“Optical　coherence　tomography　used　for　secur
ity　and　fingerprint-sensing　applications”，IET　Image　Process.，2008，Vol.2
，No.1，pp48-58）を参照されたい。
【０００４】
　光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）を用いた対象の非侵襲的な撮像及び分析は、分
析される対象又は身体を損傷することなく表面下の情報を取得するための強力な技術であ
る。組織内の構造又は組織の動的性状を分析又はモニタするＯＣＴの能力は、従来から観
察可能な情報を、ＯＣＴシステムによって取得された表面下情報と相関付けることによっ
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て、例えば指紋認識又は虹彩認識などの従来のバイオメトリックシステムにセキュリティ
層を追加することを可能にする。
【０００５】
　多重基準（Multiple　Reference）ＯＣＴ（ＭＲＯ）は、複数の基準信号を使用するＴ
Ｄ－ＯＣＴの１つのバージョンである。別の１つのＯＣＴ技術は、フーリエドメインＯＣ
Ｔ（ＦＤ－ＯＣＴ）である。スウェプトソース（Swept　Source）ＯＣＴ（ＳＳ－ＯＣＴ
）と呼ばれるフーリエドメインＯＣＴの１つのバージョンは、典型的に、その周波数（又
は波長）が広い波長範囲にわたって掃引（又は変化）される狭帯域レーザ光源を使用する
。ＴＤ－ＯＣＴシステムでは、広帯域光源の帯域幅が深さ分解能を決定する。ＳＳ－ＯＣ
Ｔシステムでは、光源が掃引される波長範囲が深さ分解能を決定する。
【０００６】
　スペクトルドメインＯＣＴ（ＳＤ－ＯＣＴ）としてしばしば参照されるフーリエドメイ
ンＯＣＴの別の１つのバージョンは、典型的に、広帯域光源を使用するとともに、分光計
を用いて波長を分離し、そして、マルチセグメント検出器によって、複数の異なる波長の
信号を検出する。
【０００７】
　ＯＣＴ深さスキャンは、有用な表面下情報を提供することができ、それらの情報は、以
下に限られないが、組織の領域の表面下画像、組織の層の厚さの測定、異常な組織増殖の
領域の大きさ、組織液中の例えばグルコースなどの代謝物の濃度の測定、血液中の例えば
グルコースなどの代謝物の濃度の測定を含む。より一般的には、ＯＣＴ深さスキャンは、
組織の属性に関する有用な表面下情報を提供することができる。
【０００８】
　例えば、静電容量式センサのアレイ、又は導通センサのアレイ、又は圧力若しくは超音
波センサのアレイなどの従来の指紋センサは、オプションでＲＦジェネレータとともに、
権限を与えられた個人による使用を確保するために使用されているが、そのようなセンサ
は、例えば人工的な（貼り付けた）指紋によってなどで不正侵入されることに対して弱い
。
【０００９】
　同様に、従来の虹彩認識技術は、コンタクトレンズベースの模造虹彩の使用によって又
は虹彩インプラントの使用によって不正侵入されることに対して弱い。また、模造虹彩を
検出する技術として光レベルに伴う瞳孔サイズの変化を単純にモニタすることは、例えば
模造（又は偽造）の虹彩又は眼の中に感光吸収材料の同心リングを含めることによってな
どで不正侵入されることに対して弱い。
【００１０】
　故に、より安全な同定及び認証技術に対する満たされていないニーズが存在する。必要
とされるのは、動的情報を含め、従来から測定されている情報を、追加の３次元又は表面
下の情報と相関付けることによって増補された、例えば指紋認識及び虹彩認識などの従来
の同定技術を検証するシステム及び方法である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】S．CHANG他，“Optical　coherence　tomography　used　for　securit
y　and　fingerprint-sensing　applications”，IET　Image　Process.，2008，Vol.2，
No.1，pp48-58
【発明の概要】
【００１２】
　本発明は少なくとも、前述の満たされていないニーズの全てを満たす。
【００１３】
　本発明は、改良された安全な同定及び認証技術を提供する。本発明は、動的情報を含め
、従来から測定されている情報を、追加の３次元又は表面下の情報と相関付けることによ
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って、例えば指紋認識及び虹彩認識などの従来の同定技術を検証又は増補するシステム及
び方法を提供する。
【００１４】
　多数の実施形態がここに記載される。
【００１５】
　一実施形態において、本発明システムは、虹彩を撮像する従来カメラと、虹彩の３次元
の表面下画像を取得するＯＣＴシステムと、オプションの第２の従来カメラとを提供する
。ここで使用されるＯＣＴなる略語は、光コヒーレンストモグラフィを意味する。
【００１６】
　検査対象の眼の中の虹彩を分析するシステムは、プロセッシングシステムを含む光コヒ
ーレンストモグラフィシステムと、第１の従来カメラとを有し、第１の従来カメラが、変
化する光レベルに対する虹彩の瞳孔の動的挙動をモニタし、光コヒーレンストモグラフィ
システムが、検査対象の虹彩の予め選択された表面下要素の、変化する光レベルに対する
動的挙動をモニタし、プロセッシングシステムが、従来カメラのデータと表面下要素のデ
ータとの対応関係を決定するように、瞳孔及び表面下要素の動的挙動を分析し、それによ
り、検査対象の虹彩の真偽を判定する。
【００１７】
　一実施形態において、関心ある表面下要素は、虹彩の瞳孔の括約筋であり、眼の上への
光照射の増加の結果としての括約筋の収縮の検証によって真偽が判定される。真偽はまた
、従来カメラによって取得された虹彩画像の性状を、同じ被検体に関する以前に記憶され
た虹彩データと比較することによる、被検体のアイデンティティの検証によって判定され
る。
【００１８】
　ＯＣＴシステムの使用により３次元の表面下情報を非侵襲的に取得し、そして、該情報
を、従来のように取得された画像及び測定情報と相関付けて、（ａ）３次元の表面下情報
が実際の組織に適合することを検証し、（ｂ）該当する場合に、３次元の表面下情報が、
従来的に取得された情報と相関することを検証し、（ｃ）該当する場合に、３次元の表面
下情報における動的変化が、従来的に取得された情報における変化と相関することを検証
し、そして、（ｄ）該当する場合に、そのような変化が刺激に応答したものであるところ
で、３次元の表面下情報の動的変化が、従来的に取得された情報における変化と相関する
ことを検証する、ことによって、従来のバイオメトリック撮像及び測定技術が増補される
。
【００１９】
　そのような刺激は、例えば心拍若しくは脈拍数などの日常的な内部刺激、又は外部刺激
とすることができる。外部刺激は、例えば軽い電気ショック又は光レベルの変化などの物
理的なものとし得る。それに代えて、あるいは加えて、外部刺激は、例えばストレスのか
かる質問などの心理的なものとし得る。
【００２０】
　虹彩認識の場合、（ａ）例えばコンタクトレンズなどの外付け模造虹彩の存在を、コン
タクトレンズの背面と角膜の前面との間の表面下界面についてモニタして、コンタクトレ
ンズの前面が存在するかを検出することによって見つけるように、（ｂ）虹彩の３次元構
造をモニタし、その構造を従来２次元虹彩画像と相関付けることによって虹彩インプラン
トを検出するように、（ｃ）虹彩内の血液の存在を検出するように、（ｄ）虹彩内の血流
を検出するように、（ｅ）虹彩内の血流量を検出し、それを脈拍数と相関付けるように、
（ｆ）血流の変化を検出し、刺激に対する応答と相関付けるように、（ｇ）表面下組織要
素における動的変化を検出し、それを、例えば光レベルの変化などの刺激に応答しての瞳
孔径の動的変化と相関付けるように、ＯＣＴシステムの使用により従来の虹彩認識を増補
することによって、認識システムをいっそう堅牢にすることができる。
【００２１】
　ＯＣＴシステムはまた、（ａ）虹彩の三次元構造を撮像して、例えば、虹彩の背面上の
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薄い後面上皮の存在を検証し、それが典型的な層状構造に一致することを検証すること、
（ｂ）瞳孔によって位置付けられる括約筋の存在を検出すること、（ｃ）光強度が変化さ
れるときの、括約筋の形状の変化又はその他の虹彩構造の形状の変化を検出すること、及
び（ｄ）光強度が変化されるときの筋肉又はその他の組織構造の形状の変化を、光強度変
化に応じた瞳孔径の変化と相関付けることによって、虹彩インプラントを検出する。
【００２２】
　指紋認識の場合、（ａ）従来指紋の下の組織の皮下構造の性状がモニタされて、それが
（偽造指紋ではなく）実際の生体組織であることが検証され、（ｂ）（ここに援用した特
許出願に記載されているように）皮下指紋の性状が表面指紋と相関付けられて、皮下が表
面指紋と一貫性を持つことが検証され、（ｃ）血管の大きさ又は血流の速さにおける物理
的変化がＯＣＴシステムによってモニタされ、従来の脈拍数モニタ又は心拍モニタによっ
てモニタされる脈拍数と相関付けられ、また、血管の大きさ又は血流の速さにおける物理
的変動の変化が、外部刺激に起因する脈拍数又は心拍数の変化と相関付けられ（そのよう
な刺激は、物理的なものとすることもでき、心理的なものとすることもできる）、（ｄ）
組織の圧縮が、例えば、表皮厚さ又はその他の層の厚さを測定することによってモニタさ
れ、測定された圧縮における変化が、指が指紋プラテンに当てられる圧力の変化と相関付
けられる（そのような圧力変化は、プラテンに指を当てること又はプラテンから指を離す
ことに因ることができ、あるいは、追加のセンサがプラテン上の指の実際の圧力をモニタ
する）。
【００２３】
　顔認識の場合、ＯＣＴシステムによる顔の表面の表面下スキャンを用いて、顔面組織が
典型的な組織層構造を持っていて、例えば液体ラテックスマスク又はその他の変装メーキ
ャップによって覆われていないことを検証することができる。ＯＣＴシステムはまた、血
液の存在を検出すること、血流を検出すること、測定される血流量が脈拍数に対応して変
化することを検出すること、血流強度の変化に、例えばストレスのかかる質問又は刺激に
応答した紅潮又は蒼白に起因した、顔色及び／又は温度の対応した変化が付随しているこ
とを検出すること、のためにも使用されることができる。
【００２４】
　多重測定を行うために、複数のＯＣＴシステム又は単一のＯＣＴシステムによって取得
されたＯＣＴ測定結果が使用される。例えば、ゴーグル状の顔面装着装置に収容されたＯ
ＣＴシステムが虹彩測定を行い、顔面測定を行うようにＯＣＴビームが経路付けられる。
顔面測定は、例えば、鼻の中の血流をモニタすることを含む。
【００２５】
　より安全な同定及び認証技術の他の実施形態は、（ａ）涙液膜の存在及び厚さ、（ｂ）
“涙の湖”として参照される眼瞼縁部における涙メニスカスのプロファイル、（ｃ）以下
に限られないが、角膜の厚さ及び曲率、水晶体厚さ、眼の軸方向長さを含む眼のその他の
パラメータ、（ｄ）例えば、皮膚が圧力に応答してどのように変形及び弛緩するかといっ
た、組織の機械的パラメータ、（ｅ）組織によって散乱される光に対する偏光変化であり
、例えば、直線偏光が偏光解消して実組織の複屈折を示すこと、又は円偏光が実組織の複
屈折を示すことを判定するもの、（ｆ）虹彩の前面の３Ｄ構造、を測定することを含む。
【００２６】
　安全な同定は、狙いを定めた（標的化した）、組織の特定の領域の小さいＯＣＴ３次元
（又はボリューム）スキャンによって迅速化される。例えば、指紋の場合、特徴点（minu
tiae）の同一性及び位置に関する情報が表面指紋から判定され、この情報を用いて、それ
らの特徴点のうちの少なくとも幾つかの部分を少なくとも含む特定の小さいボリュームを
スキャンするようにＯＣＴスキャンシステムに指示する。
【００２７】
　表面指紋の特徴点の同一性及び位置に関する情報はまた、汗腺を含む組織ボリューに狙
いを定めることにも使用される。言葉による（又はその他の）刺激が与えられるときに、
１つ以上の汗腺から散乱される光の強度における変化がモニタされる。そのような言葉に
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よる刺激は、以下に限られないが、個人の身元、生い立ち、又は経歴に関係する質問を含
む。
【００２８】
　虹彩スキャンの場合、標的化ＯＣＴスキャンは、虹彩の表面トポロジーを用いて、例え
ば、瞳孔を拡張又は収縮させるように設計された光レベル刺激に応答して変化する括約筋
又はその他の表面下虹彩要素を含むボリュームをスキャンするように、ＯＣＴスキャンシ
ステムを位置付ける。
【００２９】
　本発明の一実施形態に従った方法は、少なくとも２つの生物学的指標を選択するステッ
プと、少なくとも１つの予め選択された動的に変化する刺激に被検体をさらすステップと
、上記少なくとも２つの生物学的指標をモニタするステップと、動的に変化する刺激中に
取得されたデータを処理するステップと、生物学的指標が真正性基準を満たすかを判定す
るステップとを有する。好適な一実施形態において、虹彩認識に関して、指標は、瞳孔径
の変化及び括約筋形状の変化を含む選択動的指標である。顔認識では、好適な一実施形態
における選択動的指標は、血流の増加又は減少である。指紋分析では、選択動的指標は、
第１及び第２の脈血流である。代わりの実施形態では、２次元及び３次元撮像アプローチ
は、超音波、表面プロファイル測定、ビデオカメラ、及び構造化照明と組み合わせたビデ
オカメラを含む。
【００３０】
　理解されるべきことには、以上の説明は、例示的なものであり、限定的なものではない
。これらには、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、当業者によって数多くの変
更及び変形が為され得る。故に、理解されるべきことには、本発明は、ここに具体的に記
載されるもの以外でも実施され得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　図面は、本発明を理解することを助けるものとして提供されている。
【図１】本発明に従ったシステムの例示である。
【図２】本発明に従ったシステムの別の一実施形態を示している。
【図３】断層トモグラフ（Ｂスキャン）を表面画像とともに示しており、人間の指紋照合
への本発明の適用を例示している、
【図４】Ｆｉｇ．４Ａは、尾根部を示す典型的なＢスキャンを示しており、Ｆｉｇ．４Ｂ
は、やはり尾根部を示す表面指紋を示している。
【図５】表面指紋及び対応するＢスキャンを示している。
【図６】表面より下の２Ｄ（２次元）画像と、Ｂスキャンとを示しており、尾根形成パタ
ーンがないことを例示している。
【図７】プライマリ指紋と、表皮と真皮とが出会う領域のＢ－スキャンとを示しており、
一致する尾根部を例示している。
【図８】Ｆｉｇ．８Ａは虹彩の側面図を示し、Ｆｉｇ．８Ｂは虹彩の正面図を示している
。
【図９】本発明の一実施形態に従った、虹彩を撮像する従来カメラと、虹彩の３次元の表
面下画像を取得するＯＣＴシステムと、オプションの第２の従来カメラとを示している。
【図１０】薄い後面上皮の典型的な層状構造を示す虹彩の一部分の略図である。
【図１１】Ｆｉｇ．１１Ａ、１１Ｂ及び１１Ｃは、ＯＣＴとキャパシティブアレイ指紋撮
像システムとの組み合わせを示している。
【図１２】Ｆｉｇ．１２Ａ、１２Ｂ及び１２Ｃは、ＯＣＴと、薄いＦＴＩＲ、ビームスプ
リッタ及び従来カメラに基づく指紋撮像システムとの組み合わせを示している。
【図１３】本発明に従った方法を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　ここで使用される用語及び略語。出願人は、ここでは、一般的に理解される用語の意味
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を意図する。この明細書において使用する用語の選択及び意図する意味を、本発明を理解
することの助けとして、以下ここに説明する。
【００３３】
　認証（Authentication）：ここで使用されるとき、例えば生体真正性においてのように
、被検体アイデンティティ及び被検体の生存を検証することを意味する。
【００３４】
　Ｂスキャン：光コヒーレンストモグラフィを用いて得られる断面トモグラフィスキャン
；表面下（サブサーフェス）スキャンを含むスキャン。
【００３５】
　ＣＣＤ：電荷結合デバイス。
【００３６】
　ＣＭＵＴ：容量性（キャパシティブ）マイクロマシン（微細加工）超音波トランスデュ
ーサ。
【００３７】
　従来指紋：表面指紋；指先の皮膚の表面（外表皮）の画像；本発明方法及びシステムに
よって得られるもの以外の任意の指紋画像。従来画像（及び従来撮像システム）は、カメ
ラ、フォトコピー、又は表面指紋又は組織層を２次元表現で撮像する任意の他の一般的な
撮像技術によって得られる画像を含む。
【００３８】
　ＯＣＴ：光コヒーレンストモグラフィ。
【００３９】
　プライマリ指紋：表皮と真皮とが出会う領域を指す、指紋分析の分野で使用される用語
。代わりに“表面下指紋”、“皮下指紋”とも呼ばれる。
【００４０】
　レジストレーション：断面トモグラフィスキャンの従来指紋とのアライメント。本発明
に従ったシステムにおいては、光コヒーレンストモグラフィシステムと表面撮像システム
又は装置との物理的配置によってレジストレーションが保証される。ＯＣＴの位置が、撮
像システムに対して較正される。例えばテストパターンを用いたそのような較正は、当業
者には理解されており、更なる詳述は必要ない。較正は、複数の表面位置でのアライメン
トを含む。
【００４１】
　刺激：例えば光レベルの変化、圧力の変化、温度の変化、弱い電圧又は電流の印加など
の物理的イベント；又は、例えば予期しない、詐欺的な、若しくは積極的なやり方での質
問などの心理的イベント。
【００４２】
　表面下（サブサーフェス）：ターゲットの表面の下；組織の最も外側の層の下；最も外
側の組織層の真下の組織を含む領域；皮下指紋又はプライマリ指紋としても参照する表面
下指紋は、表皮と真皮との界面に位置する。個人の指において、表皮の最外層におけるパ
ターンは、表皮と真皮との界面でのパターンと一致する。故に、従来表面指紋は、この皮
下のプライマリ指紋の正確な一致、すなわち、“コピー”である。
【００４３】
　検証（validating）：虹彩の場合、表面の３次元構造が従来カメラ画像と一致すること
、又は虹彩の後面上の例えば薄い後面上皮などの構造が存在して典型的な特徴を有するこ
とを判定すること；指紋の場合、表面においてと、真皮と表皮の界面においてとで、ター
ゲットが一致することを判定すること；検証はまた、別の一実施形態では、血流を決定す
ること、それ故に“生存”を確かにすることを含む。プロセッサが、検証ステータスを出
力する。
【００４４】
　検証（validation）ステータス：肯定的検証の場合、ステータスの出力が安全なアクセ
スを有効にする。検証失敗の場合、例えば装置アクセスを拒否するために、検証失敗の出
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力が使用される。
【００４５】
　指紋検証に有用な方法は、光コヒーレンストモグラフィシステム及び表面撮像装置の互
いに対する相対位置を選択するステップと、光コヒーレンストモグラフィスキャンを実行
して、表皮と真皮との界面を含んだ、指紋の断面トモグラフィスキャンを生成するステッ
プと、指紋の表面画像を取得するステップと、指紋のレジストレーションとして表面画像
を用いて断面トモグラフィスキャンを検証し、断面トモグラフィスキャンが表面画像の対
応する領域と適合するかを判定するステップと、前記検証ステップの結果を出力するステ
ップとを有する。他の例では、当該方法は更に、実質的に同じ位置で複数の断面トモグラ
フィスキャンを取得するステップを含み、それにより、１秒未満で、血流が存在するか否
かの決定を可能にする。別の一実施形態では、光コヒーレンストモグラフィスキャンを実
行するステップは、複数の基準光コヒーレンストモグラフィを使用することを含む。
【００４６】
　有用な参考文献（あたかもここに完全に記載されているかのように援用する）：A．ZAM
他，“Feasibility　of　correlation　mapping　optical　coherence　tomography　(cm
OCT)　for　anti-spoof　sub-surface　fingerprinting”．Journal　of　Biophotonics
，2013年4月25日；ＥＮＦＩＥＬＤ他，“Correlation　mapping　method　for　generati
ng　microcirculation　morphology　from　optical　coherence　tomography　(OCT)　i
ntensity　images”J．Biophotonics，4(9)，583-587。
【００４７】
　また、２０１５／０３６３６３０、２０１６／０１７４８３５、及び２０１６／０２３
８３７０として公開された米国特許出願（あたかもここに完全に記載されているかのよう
に援用する）。
【００４８】
　ここで、図面を参照するに、一実施形態が図１に示されている。図１において、ターゲ
ットは、具体的には“指紋”として参照する領域である人間の組織であり、ＯＣＴシステ
ム１０１が光ビーム１０２を用いてターゲットを非侵襲的にスキャンする。従来撮像シス
テム１０７がまた、ターゲット１０５の表面画像をキャプチャする。表面画像は、表面画
像制御・処理モジュール１０９によって処理される。
【００４９】
　電子制御・メモリ・プロセッサモジュール１１１が、ＯＣＴシステム１０１によって取
得された組織のＯＣＴスキャンを、ターゲットの従来表面画像とともに処理して記憶する
。ＯＣＴシステム１０１と従来撮像システム１０７との物理的関係は予め選択されており
、ＯＣＴスキャンがターゲットの従来表面画像に対して既知の又は決定された位置にある
ようにされている。断面トモグラフィスキャンが２次元表面画像とレジストレーションさ
れるように、撮像システム及びＯＣＴプローブビームの互いに対する位置が予め選択され
ているので、Ｂスキャン内に示される構造を、従来画像のまさに対応するフィーチャ（造
形）と比較する（又は相関付ける）ことが可能である（すなわち、真皮－表皮界面の尾根
部及び谷部を、表面指紋の尾根部及び谷部と比較することができる）。処理モジュールが
、相関付けを実行し、指紋が一致するか否かの検証を出力する。
【００５０】
　表面撮像システム１０７は、以下のもの又は均等なものから選択される：それを通して
ＯＣＴプローブビームをターゲットに適用することができる開口を有するＣＣＤ撮像シス
テム；ＯＣＴシステムの波長において透明である撮像システム；例えば容量性マイクロマ
シン超音波トランスデューサ（ＣＭＵＴ）などの超音波撮像アレイ；ＯＣＴ撮像システム
（これは、表面下スキャンを生成するのと同じＯＣＴシステムであってもよい）；例えば
“Method　of　forming　a　pressure　switch　thin　film　device”と題された米国特
許第７，７９５，０６２号に記載されるものなどの感圧アレイ。
【００５１】
　図２は、別の一実施形態を示している。表面撮像装置２０７が、ＯＣＴプローブビーム
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の経路からオフセットされている。理解され得ることには、このようなオフセットは、表
面撮像装置が透明でない場合に必要である。別の一実施形態では、表面撮像プローブビー
ム２０９が、ＲＦプローブビーム又は超音波プローブビームを含むプローブビームタイプ
の群から選択される。
【００５２】
　図３は、典型的な人間の指３０３の従来表面指紋３０１と、表面画像に対して既知の位
置で取られた指の一領域（小さい楕円の内側の２つの矢印間の領域によって指し示されて
いる）のＯＣＴ　Ｂスキャン３０５と示している。拡大図３０７は、ＯＣＴ　Ｂスキャン
３０５の領域を定める小さい楕円及び矢印をより明瞭に描いている。
【００５３】
　図４に、ＯＣＴ　Ｂスキャン４０１及び表面画像の拡大図４０２をより明瞭に示す。矢
印４０３及び４０５が、一般的にＯＣＴ　Ｂスキャン４０１として参照される断面トモグ
ラフィに対応する領域を指し示している。ＯＣＴ　Ｂスキャン４０１は、表面指紋画像の
描写４０７を含むとともに、しばしばプライマリ指紋として参照される指紋の表面下バー
ジョンの描写４０９を含んでいる。表面下指紋又はプライマリ指紋は、一般に、表皮と真
皮とが出会う領域であると理解される。
【００５４】
　（図１及び図２の）電子制御・メモリ・プロセッサモジュール１１１が、表面を示すＢ
スキャンの部分（ＯＣＴ画像４０７）を有する表面下指紋画像４０９を、従来指紋画像４
０２と比較して、表面下指紋が表面指紋の対応する領域と適合することを検証する。
【００５５】
　一部の実施形態において、検証は、表面下（又はプライマリ）指紋４０９が表面指紋の
輪郭に対応する輪郭を有すること、すなわち、表面下画像と表面画像とが適切に適合する
ことを確認する。例えば、表面画像４０２の拡大図の暗い線４１１は、４１３の右側のＯ
ＣＴ表面の詳細に対応し、深い表面下（又はプライマリ）画像ほど、（４０９の輪郭に沿
った）４１３の更に右側である。処理モジュールが検証ステータスを出力する。検証ステ
ータスは、例えば、スマートフォン、ホームセキュリティシステム、及び安全なアクセス
が望まれるその他の装置などの、結合された電子機器のロック解除を有効にし、又は防止
する。なお、表面指紋画像４０２は、画像の一典型例であり、例示目的でここに使用され
ている。
【００５６】
　一部の実施形態は、対応する従来指紋撮像装置の実質的に真っ直ぐな線（図４の矢印４
０３及び４０５の先端間）に沿って取られた図４のＯＣＴ　Ｂ－スキャン４０１を記述す
るが、本発明の数多くの変形が可能である。ＯＣＴスキャンは直線である必要はない。別
の一実施形態では、ＯＣＴスキャンは、表面指紋のフィーチャに対してランダム又は特定
の関係の何れかでスキャンされる不規則な線からなる。
【００５７】
　別の一実施形態において、ＯＣＴは、ボリューム画像を提供する例えばラスタスキャン
などの２次元スキャンからなる横（ラテラル）スキャンを実行する。そのようなボリュー
ム画像が、表面撮像装置（以下に限られないが、ＣＣＤカメラ、超音波イメージャ、ＲＦ
イメージャ、圧力スイッチのアレイを含む）を用いて撮影される表面画像と比較される。
他の例では、そのようなボリューム画像を用いて表面画像が生成され、故に、別個の表面
イメージャの必要性が除去される。
【００５８】
　図５は、ＯＣＴスキャンシステムによって生成された表面指紋ボリュームデータの２Ｄ
画像５０１を例示している。図５はまた、破線５０３によって指し示される２Ｄ組織画像
５０１の領域の２次元深さ画像であるＯＣＴ　Ｂスキャン５０２を示している。描かれた
表面指紋の２Ｄ画像５０１は、破線５０４としてＢスキャン５０２中に指し示されている
指が押し当てられたガラスインタフェースの表面のすぐ下のＯＣＴデータから生成されて
いる。破線の楕円５０５は、表面指紋の特徴的なフィーチャを取り囲んでいる。
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【００５９】
　図６は、破線６０２によって指し示されているＢスキャン６０３の深さにある表面領域
６０１の２Ｄ画像を例示している。この表面領域６０１は、表面指紋の下かつ表皮真皮界
面より上の深さにある。Ｂ－スキャン６０３は、ここでも、破線６０４によって指し示さ
れている２Ｄ画像６０１の領域に位置付けられている。この２Ｄ画像と図５の表面指紋画
像５０１との間に類似性はない。
【００６０】
　図７は、破線７０２によって指し示されているＢスキャン７０３の深さにある表面領域
７０１の２Ｄ画像を例示している。この表面領域７０１は、表皮真皮界面の領域内の深さ
にある。Ｂ－スキャン７０３は、ここでも、破線７０４によって指し示されている２Ｄ画
像７０１の領域に位置付けられている。このプライマリ（表面下又は皮下）２Ｄ指紋画像
７０１は、図５の表面指紋画像５０１と高い類似度を有する。
【００６１】
　プライマリ又は皮下２Ｄ指紋画像と図５の表面指紋画像５０１との間の類似性は、図７
の楕円７０５及び図５の楕円５０５の中に描かれた領域において明瞭明白である。実際の
指の表面指紋画像と表面下指紋画像との間のこの高い類似度は、従来画像処理技術を用い
て、２つのこのような画像間の相関の程度を測定して、それらの画像（それ故に、表面指
紋及び表面下指紋）が相関するか否かを判定すること、すなわち、それらの画像が同じ指
の異なる画像であることに適合していることを検証することを可能にする。
【００６２】
　理解され得ることには、別の一実施形態では、特定の点における正しい組織厚を検証す
るために、ランダムな（又は疑似ランダム）な点群のスキャンが表面指紋によってレジス
トレーションされ、そして、克明な以前に取られた基準ＯＣＴデータと比較される。更な
る別の一実施形態は、複数のＯＣＴスキャンを同時に取得するために、複数の光プローブ
ビームをＯＣＴシステムに提供する。
【００６３】
　本発明に従った一システムにおいて、ＯＣＴは、（ここに援用した参考文献のうちの幾
つかに記載されている）複数基準バージョンの時間ドメインＯＣＴを含め、時間ドメイン
ＯＣＴシステム又はフーリエドメインＯＣＴシステムの何れかの任意のバージョンの群か
ら選択される。
【００６４】
　次に図８－１０を参照する。
【００６５】
　図８に含まれるＦｉｇ．８Ａ及びＦｉｇ．８Ｂは、虹彩の２つの図を示しており、Ｆｉ
ｇ．８Ａは虹彩の側面図を示し、Ｆｉｇ．８Ｂは虹彩の正面図を示している。
【００６６】
　次に図９を参照するに、虹彩を撮像する従来カメラと、虹彩の３次元の表面下画像を取
得するＯＣＴシステムと、オプションの第２の従来カメラとを示している。理解され得る
ことには、第２のカメラは、撮像されるべき表面に対する光コヒーレンストモグラフィシ
ステムの位置決めを支援する。従って、検査対象の眼９０１及びその虹彩９０９、第１の
従来カメラ９０３、オプションの第２の従来カメラ９０５、ＯＣＴ９０７。
【００６７】
　図１０は、虹彩の一部分の略図を示しており、薄い後面上皮及び眼の典型的な層状構造
である角膜、前房、瞳孔の括約筋、虹彩の色素層、虹彩の間質層、水晶体核を描いている
。理解され得ることには、入射光照射に対するこれらの構造の何れかにおける変化を検出
することは、被検査構造の生体完全性に関する証拠を提供する。例えば、瞳孔拡張は、括
約筋収縮を検出することによって検証可能である。
【００６８】
　図９に示す本発明の一実施形態は、虹彩の従来画像と、虹彩の３次元の表面下画像とを
提供する。虹彩の従来画像は、データベースとの相関によって被検体のアイデンティティ
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を確立することを可能にする。虹彩の従来画像と、虹彩の３次元の表面下画像との組み合
わせは、被検査構造の生体完全性に関する保証を提供する。
【００６９】
　一般に、虹彩認識に関し、（ａ）例えばコンタクトレンズなどの外付け模造虹彩の存在
を、コンタクトレンズの背面と角膜の前面との間の表面下界面についてモニタして、コン
タクトレンズの前面が存在するかを検出することによって見つけるように、（ｂ）虹彩の
３次元構造をモニタし、その構造を従来２次元虹彩画像と相関付けることによって虹彩イ
ンプラントを検出するように、（ｃ）虹彩内の血液の存在を検出するように、（ｄ）虹彩
内の血流を検出するように、（ｅ）虹彩内の血流量を検出し、それを脈拍数と相関付ける
ように、（ｆ）血流の変化を検出し、刺激に対する応答と相関付けるように、ＯＣＴシス
テムの使用により従来の虹彩認識を増補することによって、認識システムをいっそう堅牢
にすることができる。
【００７０】
　ＯＣＴシステムはまた、（ａ）虹彩の三次元構造を撮像して、例えば、虹彩の３次元正
面構造が、従来カメラによってキャプチャされた虹彩画像と適合することを検証する、又
は、虹彩の背面上に薄い後面上皮が存在することを検証し、そして更に、それが典型的な
層状構造に一致することを検証すること、（ｂ）瞳孔によって位置付けられる括約筋の存
在を検出すること、（ｃ）光強度が変化されるときの、括約筋の形状の変化又はその他の
虹彩構造の形状の変化を検出すること、及び（ｄ）光強度が変化されるときの筋肉又はそ
の他の組織構造の形状の変化を、光強度変化に応じた瞳孔径の変化と相関付けることによ
って、虹彩インプラントを検出する。
【００７１】
　そのような虹彩組織構造又は要素は、“瞳孔括約筋”として参照される円形筋肉群、及
び“瞳孔散大筋”として参照される放射状筋肉群を含む。瞳孔括約筋は瞳孔を収縮させる
。瞳孔散大筋は、それらが収縮するときに瞳孔を拡張させる。ＯＣＴシステムを用いて、
瞳孔括約筋又は瞳孔散大筋における動的変化が検出され、例えば光レベルの変化などの刺
激に応じた瞳孔径の動的変化と相関付けられる。
【００７２】
　一実施形態において、眼に与えられる光レベルを繰り返し変化させて、瞳孔径の繰り返
し変化、及びそれ故に、瞳孔径を制御する前述の筋肉の物理的構造における繰り返し変化
を生じさせる。ＯＣＴシステムの撮像能力によって識別可能な、筋肉構造における動的変
化の反復性は、（偽造虹彩ではなく）実際の虹彩組織のいっそう信頼できる検出を支援す
る。
【００７３】
　次に図１３を参照するに、図１３は、本発明方法に一実施形態を示しており、当該方法
は、少なくとも２つの生物学的指標を選択してモニタし、少なくとも１つの予め選択され
た動的に変化する刺激に被検体をさらすステップと、上記少なくとも２つの生物学的指標
をモニタするステップと、動的に変化する刺激中に取得されたデータを処理するステップ
と、生物学的指標が真正性基準を満たすかを判定するステップとを有する。好適な一実施
形態において、虹彩認識に関し、選択される指標は、両方とも光レベルの同じ変化によっ
て刺激される瞳孔径の変化及び括約筋形状の変化を含む動的指標である。顔認識では、好
適な一実施形態における選択動的指標は、血流の増加又は減少である。指紋分析では、選
択動的指標は、第１及び第２の脈血流である。
【００７４】
　この好適実施形態は、少なくとも２つの生物学的指標をモニタすることを含むが、他の
実施形態は、１つの生物学的指標のみをモニタすることを含む。例えば、虹彩認識におい
て、光レベル変化に応答して、（いっそう信頼性できる）瞳孔径制御筋肉における動的変
化のみがモニタされる。
【００７５】
　モニタされる生物学的指標が血流である実施形態において、血流は、以下に限られない
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が、相関マッピングＯＣＴ（ｃｍＯＣＴ）、ナノスケールＯＣＴ（ｎｓＯＣＴ）、及び位
相センシティブＯＣＴ若しくはドップラＯＣＴを含む技術によってモニタされる。
【００７６】
　指紋認識の場合を再び参照するに、（ａ）従来指紋の下の組織の皮下構造の性状がモニ
タされて、それが（偽造指紋ではなく）実際の生体組織であることが検証され、（ｂ）（
ここに援用した特許出願に記載されているように）皮下指紋の性状が表面指紋と相関付け
られて、皮下が表面指紋と一貫性を持つことが検証され、（ｃ）血管の大きさ又は血流の
速さにおける物理的変化がＯＣＴシステムによってモニタされ、従来脈拍数モニタ又は心
拍モニタによってモニタされる脈拍数と相関付けられ、また、血管の大きさ又は血流の速
さにおける物理的変動の変化が、外部刺激に起因する脈拍数又は心拍数の変化と相関付け
られ（そのような刺激は、物理的なものとすることもできるし、心理的なものとすること
もできる）、（ｄ）組織の圧縮が、例えば、表皮厚さ又はその他の層の厚さを測定するこ
とによってモニタされ、測定された圧縮における変化が、指が指紋プラテンに当てられる
圧力の変化と相関付けられる（そのような圧力変化は、プラテンに指を当てること又はプ
ラテンから指を離すことに因ることができ、あるいは、追加のセンサがプラテン上の指の
実際の圧力をモニタする）。
【００７７】
　顔認識の場合、ＯＣＴシステムによる顔の表面の表面下スキャンを用いて、顔面組織が
典型的な組織層構造を持っていて、例えば液体ラテックスマスク又はその他の変装メーキ
ャップによって覆われていないことを検証することができる。ＯＣＴシステムはまた、血
液の存在を検出すること、血流を検出すること、測定される血流量が脈拍数に対応して変
化することを検出すること、血流強度の変化に、例えばストレスのかかる質問又は刺激に
応答した紅潮又は蒼白に起因した、顔色及び／又は温度の対応した変化が付随しているこ
とを検出すること、のためにも使用されることができる。
【００７８】
　多重測定を行うために、複数のＯＣＴシステム又は単一のＯＣＴシステムによって取得
されたＯＣＴ測定結果が使用される。例えば、ゴーグル状の顔面装着装置に収容されたＯ
ＣＴシステムが虹彩測定を行い、顔面測定を行うようにＯＣＴビームが経路付けられる。
顔面測定は、例えば、鼻の中の血流をモニタすることを含む。
【００７９】
　より安全な同定及び認証技術の他の実施形態は、（ａ）涙液膜の存在及び厚さ、（ｂ）
“涙の湖”として参照される眼瞼縁部における涙メニスカスのプロファイル、（ｃ）以下
に限られないが、角膜の厚さ及び曲率、水晶体厚さ、眼の軸方向長さを含む眼のその他の
パラメータ、（ｄ）例えば、皮膚が圧力に応答してどのように変形及び弛緩するかといっ
た、組織の機械的パラメータ、（ｅ）組織によって散乱される光に対する偏光変化であり
、例えば、直線偏光が偏光解消して実組織の複屈折を示すことを判定するもの、（ｆ）虹
彩の前面の３Ｄ構造、を測定することを含む。
【００８０】
　指紋認識の場合を再び参照し、図１１及び１２を参照する。表面指紋撮像システムと組
み合わされたＯＣＴシステムの一例が、図１１のＦｉｇ．１１Ａに示されている。ＯＣＴ
システム１１０１は、容量性（キャパシティブ）表面指紋撮像システム１１０７を通して
指１１０５の表面をスキャンするプローブビーム１１０３を放つ。小さい楕円１１０９内
の容量性表面指紋撮像システム１１０７の一部分を、より詳細に図１１のＦｉｇ．１１Ｂ
に示す。
【００８１】
　楕円１１１１内の容量性表面指紋撮像システム１１０７の部分は、ガラス基板層１１１
３と、透明な保護カバー層１１１５とを示している。これらの２つの層の間にキャパシテ
ィブアレイがあり、そのうちの一素子が１１１７によって指し示されている。
【００８２】
　キャパシティブアレイ１１１９の一部を、図１１のＦｉｇ．１１Ｃのエンフェース図と
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して示す。アレイは、例えばインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）などの透明導電性材料を有す
る一組の透明な容量素子（そのうちの１つが１１２１である）で構成される。
【００８３】
　この導電性アレイは、横方向及び縦方向の相互接続ライン（そのうちの１つが１１２３
である）、及び相互接続ラインの交差箇所にある素子選択トランジスタとともに、薄膜ト
ランジスタを含む透明薄膜テクノロジを用いて製造され、それにより、完全に透明な容量
性センシングアレイが可能にされる。このような透明な容量性センシングアレイの一例が
、２０１４年にPranav　Koundinya他によって著された“Multi　Resolution　Touch　Pan
el　with　Built-in　Fingerprint　Sensing　Support”というタイトルの論文に記載さ
れている。
【００８４】
　適切な反射防止コーティングを備えた、表面指紋撮像システムの透明な性状は、ＯＣＴ
ビームが表面指紋撮像システムを通してスキャンすることを可能にする。最適なＯＣＴ撮
像のために、表面指紋撮像システム中の光路はまた、表面指紋撮像システムを通る全ての
垂直経路について等しくあるべきである。
【００８５】
　等しい光路長は、キャパシティブアレイの屈折率と同等の屈折率を持つ接合材料を用い
て、保護層１１１５を基板１１１３及びキャパシティブアレイに接合することによって達
成され得る。
【００８６】
　他の例では、容量性表面指紋撮像システムを、その光学的厚さ分布を測定してマップと
するために、ＯＣＴシステムによって分析することができ、そして、深さオフセットを補
償するようにＯＣＴ画像を処理することができる。
【００８７】
　別の結合型ＯＣＴ・表面指紋撮像システムを図１２のＦｉｇ．１２Ａに示しており、表
面イメージャが、側面照明される薄いフラストレーテッド全反射（frustrated　total　i
nternal　reflection；ＦＴＩＲ）素子１２０７と、ビームスプリッタ１２０９と、従来
カメラ１２１１とで構成されている。
【００８８】
　小さい楕円１２１３内のＦＴＩＲ素子１２０７を、更に詳細に図１２のＦｉｇ．１２Ｂ
に示しており、ＬＥＤ１２１５及び１２１７が薄いＦＴＩＲ素子１２１９を照らしている
。Ｆｉｇ．１２Ｂはまた、全反射される光のジグザグ状の経路を示している。
【００８９】
　図１２のＦｉｇ．１２Ｃは、ＦＴＩＲ素子１２１９及びＬＥＤのアレイ（そのうちの１
つが１２２１である）の可能な一実装を示している。この実施形態の１つの利点は、複数
の異なる波長のＬＥＤを使用し得ることである。指組織によって後方散乱される異なる波
長のフラストレーテッド全反射光は、異なるマルチスペクトル情報、及び組織内の異なる
侵入深さからの情報を提供することができる。
【００９０】
　異なる時点で異なる波長によって照らされた画像を単一の低コストカメラが取得するこ
とを可能にするため、異なる波長のＬＥＤに異なる時点で電力供給し得る。
【００９１】
　ＬＥＤアレイは、指と接触するＦＴＩＲ素子の表面（プラテンとしても参照される）を
殺菌するために、１つ以上の紫外線（ＵＶ）ＬＥＤを含むことができる。ＵＶ　ＬＥＤ又
はその他のＵＶ源は、以下に限られないが、ＦＴＩＲ、キャパシティブアレイ又はその他
の指紋センシング技術を使用するものを含め、数多くの異なる表面指紋キャプチャシステ
ムのプラテンを照射するように、多くの別の構成において容易に配置されることができる
。
【００９２】
　理解されるべきことには、以上の説明は、例示的なものであり、限定的なものではない
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。これらには、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、当業者によって数多くの変
更及び変形が為され得る。故に、理解されるべきことには、本発明は、ここに具体的に記
載されるもの以外でも実施され得るものである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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